
会津若松商工会議所
（福島県県会津若松市南千石町6-5）

相談
時間

①午後１時～ ②午後２時～
③午後３時～ ④午後４時～

日時

場所

９月３０日（水）

午後１時～午後５時

テレワークに関するお悩みは、随時受け付けています！
お気軽に会津若松商工会議所までお問い合わせください！

会津若松商工会議所 中小企業相談所
TEL 0242-27-1212 FAX 0242-27-1207

※ 定員になり次第締切とさせていただきます。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止とさせていただく場合がございますのでご了承ください。

相談員
㈱ソフトウエア開発

代表取締役社長 酒井 紀之 氏

≪新型コロナウイルス等感染症対策について≫
ご参加にあたっては、新型コロナウイルス等感染症対策にご協力をお願いします。
☐発熱や咳等の風邪症状など体調不良がみられる場合は、参加をお控えください。
☐手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。（会場内の手指消毒スプレーをご活用ください）
☐会場内ではマスクの着用をお願いします。

※要事前予約。1社あたり相談時間：1組最大50分

事 業 所 名 参加者氏名

電 話 番 号 E - m a i l

業 種 飲食 ・ 宿泊 ・ 製造 ・ 建設 ・ 卸売 ・ 小売 ・ サービス ・ その他（ ）

希 望 時 間 ①午後１時～ ②午後２時～ ③午後３時～ ④午後４時～

テレワーク個別相談会 申込書

下記事項をご記入のうえ、FAXまたはメールでお申し込みください。

会津若松商工会議所 中小企業相談所 行

FAX：0242-27-1207 または e-mail：r-tamaki@aizu-cci.or.jp まで

主催・お問合せ・申込み

申込締切日：９月２８日（月）

新型コロナウイルス対策

テレワーク導入
個別相談会

個々のお悩み解決致します。
お気軽にご相談ください。

定員4組
この相談会は、総務省テレワーク・サポートネットワーク事業の一環として、実施しております。

最近よく耳にする『テレワーク』という言葉。導入したいけど何からしたらいいのか？？
そんな声にお応えし、会津若松商工会議所ではテレワーク導入についての専門家による相談会を開催いたします。

参加費

無料


